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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月4日(2021.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】化粧料
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　肌のハリ感や抗シワ効果を標榜する化粧料が数多く発売されている。肌のハリや弾力性
を高める方法としては植物抽出物を配合する方法や、ビタミンＡ誘導体を用いる方法など
が知られている。これらの方法は即時的な効果実感に乏しいため、薬理効果が発現するま
での長期の連用を促すことが難しい。そのため、肌に化粧膜を形成させることにより、物
理的にハリを与えて、即時的な効果を実感させる取り組みや、しわ等の凹凸を目立ちにく
くし、視覚的にハリ・ツヤを付与する取り組みが行われている。
【０００３】
　特許文献１（特開２００７－２６９７２３号公報）にはポリビニルアルコール等の水溶
性皮膜形成剤と水溶性保湿剤及び特定のエステル油を配合した塗布時ののび広がりが良好
で、しかも、ツヤ感が高く、ハリ感の付与に優れる化粧料が開示されている。特許文献２
（特開２０１０－２３５４７２号公報）には固形油であるステアリン酸ステアリルと炭化
水素を組合わせることにより、柔らかな皮膜で適度な肌のハリ感の付与に優れる乳化化粧
料が得られることが開示されている。特許文献３（特開２０１３－１３６５４６号公報）
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には油溶性皮膜形成剤と揮発性の高い油剤を併用することで即効性のハリ感を付与するこ
とができると記載されている。
【０００４】
　しかしながらこれらで用いられる化粧膜を形成することによりハリ感付与に寄与する、
水溶性高分子、固形油及び油溶性皮膜形成剤は、いずれも肌に塗布中及び塗布後にべたつ
きを感じるものであった。また形成される化粧膜が柔軟性に欠ける場合は、肌の動きによ
り、化粧膜の断裂が生じるという問題もあった。特許文献４（特開平１１－１８０８１７
号公報）には正反射光と拡散反射光がともに強い粉体を用いることにより、視覚的につや
やかでハリのある肌にすることができるハリ付与剤が得られることが開示されているが、
これは化粧膜による物理的なハリ感を付与するものではない。
【０００５】
　一方セルロースナノファイバーは、複合材料の強度向上等の用途検討が為されているが
、化粧料分野においては、増粘剤（特許文献５（特開２００９－６２３３２号公報））や
、分散安定化剤（特許文献６（特開２０１１－５７５６７号公報））としての利用が検討
されているのみで、化粧膜の物性改良に利用されたことはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２６９７２３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２３５４７２号公報
【特許文献３】特開２０１３－１３６５４６号公報
【特許文献４】特開平１１－１８０８１７号公報
【特許文献５】特開２００９－６２３３２号公報
【特許文献６】特開２０１１－５７５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような背景技術の下に完成したものであり、その目的は、肌上にべたつ
きのない、柔軟で断裂の生じない化粧膜を形成することにより、肌に物理的なハリ感を付
与し、視覚的にもきめ細かい肌に見せる化粧料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで本発明者らは、鋭意研究した結果、特定のセルロースナノファイバーを配合した
化粧料が、上記課題を解決することを見出した、上記課題を解決した本発明は次記のとお
りである。
【０００９】
（請求項１に記載の手段）
　増粘安定化剤のほか、平均繊維径１０～１０００ｎｍのセルロースナノファイバーを含
み、
　前記セルロースナノファイバーのパルプ粘度が１～１０ｃｐｓである、
　ことを特徴とする化粧料。
【００１０】
（請求項２に記載の手段）
　水相と油相からなり、
　前記セルロースナノファイバーが水相に分散された、
　請求項１記載の化粧料。
【００１１】
（請求項３に記載の手段）
　前記油相に油溶性皮膜形成剤が含まれる、
　請求項２記載の化粧料。
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【００１２】
（請求項４に記載の手段）
　前記セルロースナノファイバーの乾燥収縮率が８２．５％以上である、
　請求項１記載の化粧料。
　ここで、乾燥収縮率は、前記セルロースナノファイバーが０．５質量％含有する水分散
液を測定したものである。
【００１３】
（請求項５に記載の手段）
　前記増粘安定化剤の含有量が０．０１～５質量％である、
　請求項１記載の化粧料。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、肌に物理的なハリ感を付与し、視覚的にもきめ細かい肌に見せる化粧
料となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】皮膜の柔軟性の試験結果を示す図である。
【図２】皮膜の柔軟性の試験結果を示す図である。
【図３】皮膜の柔軟性の試験結果を示す図である。
【図４】皮膜の柔軟性の試験結果を示す図である。
【図５】皮膜の柔軟性の試験結果を示す図である。
【図６】皮膜の柔軟性の試験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、発明を実施するための形態を説明する。なお、本実施の形態は本発明の一例であ
る。本発明の範囲は、本実施の形態の範囲に限定されない。
【００１７】
　本形態の化粧料は、増粘安定化剤のほかに、所定のセルロースナノファイバーを少なく
とも含む。従来、増粘安定化剤としてセルロースナノファイバーが使用されたことはあっ
た。しかしながら、本形態においては、セルロースナノファイバーを、例えば、皮膜形成
成分として使用するものである。つまり、本形態においては、増粘安定化剤も別途配合し
ており、従来のセルロースナノファイバーは、本形態においては当該増粘安定化剤の一種
に該当する（対応付けられる）ものである。
【００１８】
　なお、以下で詳細に説明するように、セルロースナノファイバーを皮膜形成成分として
使用する場合、増粘安定化剤として使用可能なセルロースナノファイバーを全て使用する
ことができるというものではなく、所定の条件が存在する。また、本形態においては、セ
ルロースナノファイバーを増粘安定化剤として使用するものではないが、別途、増粘安定
化剤としてセルロースナノファイバーを使用することを否定するものではない。
【００１９】
（セルロースナノファイバー）
　本形態においては、所定のセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）が、皮膜形成成分とし
て機能する。また、所定のセルロースナノファイバーもセルロースナノファイバーの一種
であるが故に、べとつき感を抑制する機能を有する。さらに、セルロースナノファイバー
は、肌に塗布された後、化粧料中のその他の不揮発性成分と共に肌上において化粧膜を形
成し、もって肌に物理的なハリ感を与え、視覚的にもきめ細かい肌に見せる機能を有する
。
【００２０】
　本形態における所定のセルロースナノファイバーは、原料パルプを解繊（微細化）する
ことで得ることができる。
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【００２１】
　セルロースナノファイバーの原料パルプとしては、例えば、広葉樹、針葉樹等を原料と
する木材パルプ、ワラ・バガス・綿・麻・じん皮繊維等を原料とする非木材パルプ、回収
古紙、損紙等を原料とする古紙パルプ（ＤＩＰ）等の中から１種又は２種以上を選択して
使用することができる。
【００２２】
　ただし、不純物の混入を可及的に避け、セルロース成分の中でもアルカリに不溶なα-
セルロースを高配合で得られることから非木材パルプや古紙パルプよりも木材パルプを使
用する方が好ましい。アルカリで処理する事により、アルカリに可溶な成分を除去でき、
セルロースの純度を高めることができる。
【００２３】
　木材パルプとしては、例えば、広葉樹クラフトパルプ（ＬＫＰ）、針葉樹クラフトパル
プ（ＮＫＰ）等の化学パルプ、機械パルプ（ＴＭＰ）等の中から１種又は２種以上を選択
して使用することができる。
【００２４】
　広葉樹クラフトパルプは、広葉樹晒クラフトパルプであっても、広葉樹未晒クラフトパ
ルプであっても、広葉樹半晒クラフトパルプであってもよい。同様に、針葉樹クラフトパ
ルプは、針葉樹晒クラフトパルプであっても、針葉樹未晒クラフトパルプであっても、針
葉樹半晒クラフトパルプであってもよい。
【００２５】
　機械パルプとしては、例えば、ストーングランドパルプ（ＳＧＰ）、加圧ストーングラ
ンドパルプ（ＰＧＷ）、リファイナーグランドパルプ（ＲＧＰ）、ケミグランドパルプ（
ＣＧＰ）、サーモグランドパルプ（ＴＧＰ）、グランドパルプ（ＧＰ）、サーモメカニカ
ルパルプ（ＴＭＰ）、ケミサーモメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）、リファイナーメカニカ
ルパルプ（ＲＭＰ）、漂白サーモメカニカルパルプ（ＢＴＭＰ）等の中から１種又は２種
以上を選択して使用することができる。ただし、前述したセルロース以外の不純物の混入
を避けるため、特に広葉樹クラフトパルプ（ＬＫＰ）、針葉樹クラフトパルプ（ＮＫＰ）
等の化学パルプの使用が好ましい。
【００２６】
　セルロースナノファイバーの解繊に先立っては、化学的手法によって前処理することも
できる。化学的手法による前処理としては、例えば、酸による多糖の加水分解（酸処理）
、酵素による多糖の加水分解（酵素処理）、アルカリによる多糖の膨潤（アルカリ処理）
、酸化剤による多糖の酸化（酸化処理）、還元剤による多糖の還元（還元処理）等を例示
することができる。
【００２７】
　解繊に先立ってアルカリ処理すると、パルプが持つヘミセルロースやセルロースの水酸
基が一部解離し、分子がアニオン化することで分子内及び分子間水素結合が弱まり、解繊
におけるセルロース繊維の分散が促進される。
【００２８】
　アルカリ処理に使用するアルカリとしては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化リチウ
ム、水酸化カリウム、アンモニア水溶液、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テト
ラエチルアンモニウム、水酸化テトラブチルアンモニウム、水酸化ベンジルトリメチルア
ンモニウム等の有機アルカリ等を使用することができる。ただし、製造コストの観点から
は、水酸化ナトリウムを使用するのが好ましい。
【００２９】
　解繊に先立って酵素処理や酸処理、酸化処理を施すと、セルロースナノファイバーの保
水度を低く、結晶化度を高くすることができ、かつ均質性を高くすることができる。この
点、セルロースナノファイバーの保水度が低いと脱水し易くなり、セルロースナノファイ
バーの分散液（以下、「スラリー」とも言う。）の脱水性が向上する。
【００３０】
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　原料パルプを酵素処理や酸処理、酸化処理すると、パルプが持つヘミセルロースやセル
ロースの非晶領域が分解され、結果、微細化処理のエネルギーを低減することができ、セ
ルロース繊維の均一性や分散性を向上することができる。セルロース繊維の分散性は、例
えば、セルロースナノファイバーの均質性向上に資する。この点、化粧料の分野において
は、化粧料全量に対するセルロースナノファイバーの配合量が少ないため、均質性向上は
、重要なファクターとなる。ただし、前処理は、セルロースナノファイバーのアスペクト
比を低下させるため、特に皮膜形成成分として使用する場合においては、過度の前処理は
避けるのが好ましい。
【００３１】
　原料パルプの解繊は、例えば、ビーター、高圧ホモジナイザー、高圧均質化装置等のホ
モジナイザー、グラインダー、摩砕機等の石臼式摩擦機、単軸混練機、多軸混練機、ニー
ダーリファイナー、ジェットミル等を使用して原料パルプを叩解することによって行うこ
とができる。ただし、リファイナーやジェットミルを使用して行うのが好ましい。
【００３２】
　原料パルプの解繊は、得られるセルロースナノファイバーの平均繊維径、平均繊維長、
保水度、結晶化度、繊維径分布の変動係数、擬似粒度分布曲線におけるピーク値、パルプ
粘度、分散液（スラリー）のＢ型粘度が、以下に示すような所望の値又は評価となるよう
に行うのが好ましい。
【００３３】
　セルロースナノファイバーの平均繊維径（平均繊維幅。単繊維の直径平均。）は、好ま
しくは１０～１０００ｎｍ、より好ましくは１０～１００ｎｍ、特に好ましくは１０～８
０ｎｍである。セルロースナノファイバーの平均繊維径が１０ｎｍを下回ると、皮膜形成
成分としての機能が損なわれるおそれがある。つまり、肌の上に形成された化粧膜の柔軟
性が劣るものになり、塗布後の皮膚の動きにより、化粧膜の断裂や亀裂が生じるおそれが
ある。また、セルロースナノファイバーの平均繊維径が１０ｎｍを下回ると、化粧料の粘
度が上昇するため、化粧料の伸ばし易さが低下するとの問題や、化粧料に所望の量のセル
ロースナノファイバーを配合することができなくなるおそれがある。その他、セルロース
ナノファイバーの平均繊維径が１０ｎｍを下回ると、セルロースナノファイバーを含むス
ラリーの脱水性が悪化するおそれがある。
【００３４】
　他方、セルロースナノファイバーの平均繊維径が１０００ｎｍを上回ると、化粧材料の
ざらつき、べたつき感やハリ感が劣るものになるおそれがある。このべたつき感やハリ感
という点では、特にセルロースナノファイバーの平均繊維径が１００ｎｍ以下であるのが
好ましい。
【００３５】
　セルロースナノファイバーの平均繊維径は、例えば、原料パルプの選定、前処理、解繊
等によって調整することができる。
【００３６】
　セルロースナノファイバーの平均繊維径の測定方法は、次のとおりである。
　まず、固形分濃度０．０１～０．１質量％のセルロースナノファイバーの水分散液（ス
ラリー）１００ｍｌをテフロン（登録商標）製メンブレンフィルターでろ過し、エタノー
ル１００ｍｌで１回、ｔ－ブタノール２０ｍｌで３回溶媒置換する。次に、凍結乾燥し、
オスミウムコーティングして試料とする。この試料について、構成する繊維の幅に応じて
３０００倍～３００００倍のいずれかの倍率で電子顕微鏡ＳＥＭ画像による観察を行う。
具体的には、観察画像に二本の対角線を引き、対角線の交点を通過する直線を任意に三本
引く。さらに、この三本の直線と交錯する合計１００本の繊維の幅を目視で計測する。そ
して、計測値の中位径を平均繊維径とする。
【００３７】
　セルロースナノファイバーの平均繊維長（単繊維の長さ平均）は、好ましくは０．３～
２００μｍ、より好ましくは０．４～２００μｍ、特に好ましくは０．５～２００μｍで
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ある。セルロースナノファイバーの平均繊維長が０．３μｍを下回ると、皮膜形成成分と
して機能しなくなるおそれがある。また、セルロースナノファイバーの平均繊維長が０．
３μｍを下回ると、ハリ感に劣るものになるおそれもある。
【００３８】
　他方、セルロースナノファイバーの平均繊維長が２００μｍを上回ると、繊維同士が絡
み易くなり、凝集の問題が生じるおそれがある。なお、セルロースナノファイバーの凝集
は、化粧料のざらざら感につながるおそれがあり、また、消しゴム様の固まり（よれ）が
発生する原因になるおそれがある。
【００３９】
　セルロースナノファイバーの平均繊維長は、例えば、原料パルプの選定、前処理、解繊
等によって調整することができる。
【００４０】
　セルロースナノファイバーの平均繊維長の測定方法は、平均繊維径の場合と同様にして
、各繊維の長さを目視で計測する。計測値の中位長を平均繊維長とする。
【００４１】
　セルロースナノファイバーは、繊維径分布の変動係数が、好ましくは０．１以上～１．
５以下、より好ましくは０．３～１．１以下である。繊維径分布の変動係数が１．1を超
えると繊維径分布が広くなり、ナノサイズのセルロース繊維だけではなく、マイクロサイ
ズの大きさの繊維も含まれることとなり、化粧材料自体の流動性の低下のほか、肌に塗布
した際のざらつきなどの不快感につながる。変動係数０．３以下であれば、ナノサイズの
繊維径は、均一に揃う傾向となるが、前処理、解繊等による調整が困難となりやすい。
【００４２】
　繊維径分布の変動係数は、前述した平均繊維径の集計において集計した繊維径の平均値
と標準偏差値を用いて、標準偏差値÷平均値を求めた値である。
【００４３】
　セルロースナノファイバーの保水度は、好ましくは５００％以下、より好ましくは３０
０～４８０％、である。セルロースナノファイバーの保水度が３００％を下回ると、セル
ロースナノファイバーの分散性が悪化するおそれがある。また、セルロースナノファイバ
ーの保水度が３００％を下回ると、化粧材料のざらつきの原因となるおそれがある。
【００４４】
　他方、セルロースナノファイバーの保水度が５００％を上回ると、セルロースナノファ
イバー自体の保水力が高くなり、セルロースナノファイバーの脱水性が悪化するおそれが
ある。
【００４５】
　セルロースナノファイバーの保水度は、例えば、原料パルプの選定、前処理、解繊等に
よって調整することができる。
【００４６】
　セルロースナノファイバーの保水度は、ＪＡＰＡＮ　ＴＡＰＰＩ　Ｎｏ．２６（２００
０）に準拠して測定した値である。
【００４７】
　セルロースナノファイバーのパルプ粘度は、好ましくは１～１０ｃｐｓ、より好ましく
は２～９ｃｐｓ、特に好ましくは３～８ｃｐｓである。パルプ粘度は、セルロースを銅エ
チレンジアミン液に溶解させた後の溶解液の粘度であり、パルプ粘度が大きいほどセルロ
ースの重合度が大きいことを示している。セルロース繊維の強度・剛性に関係する。重合
度が高すぎるとハリ感が劣り、肌との親和性が失われる可能性が高く、重合度が低いと、
繊維自体の強度も失われ、亀裂しやすい皮膜になりやすい。セルロースナノファイバーの
重合度は、例えば、原料パルプの選定、前処理、解繊等によって調整することができる。
パルプ粘度が以上の範囲内であれば、皮膜形成成分として機能させつつ、ざらざら感の発
生も防ぐことができる。
【００４８】
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　セルロースナノファイバーの擬似粒度分布曲線におけるピーク値（以下、単に「ピーク
値」とも言う。）は、１つのピークであるのが好ましい。１つのピークである場合、セル
ロースナノファイバーは、繊維長及び繊維径の均一性が高く、化粧料の原料として使用す
るのに好適である。
【００４９】
　セルロースナノファイバーのピーク値は、例えば１～１００μｍ、好ましくは３～８０
μｍ、より好ましくは５～６０μｍである。セルロースナノファイバーのピーク値が1μm
を下回ると、セルロースの微細化が進行するが、他方、セルロースナノファイバーのピー
ク値が１００μｍを上回ると、繊維がナノサイズまで解繊できてないおそれがある。
【００５０】
　セルロースナノファイバーのピーク値は、例えば、原料パルプの選定、前処理、解繊等
によって調整することができる。
【００５１】
　セルロースナノファイバーのピーク値は、ＩＳＯ－１３３２０（２００９）に準拠して
測定した値である。より詳細には、まず、粒度分布測定装置（株式会社セイシン企業のレ
ーザー回折・散乱式粒度分布測定器）を使用してセルロースナノファイバーの水分散液の
体積基準粒度分布を調べる。次に、この分布からセルロースナノファイバーの中位径を測
定する。この中位径をピーク値とする。
【００５２】
　以上のピーク値に加えて、セルロースナノファイバーは、粒径１００μm以下の積算体
積割合が、好ましくは７０％以上、より好ましくは９０％以上である。粒径１００μｍ以
下の積算体積割合が７０％未満であれば、例えば、後述する試験例から推測可能なように
、べたつき感やハリ感が損なわれると共に、皮膜形成成分としての機能が十分に発揮され
ないおそれがある。
【００５３】
　解繊して得られたセルロースナノファイバーは、必要により、水系媒体中に分散して分
散液（スラリー）としておくことができる。水系媒体は、全量が水であるのが特に好まし
い（水溶液）。ただし、水系媒体は、一部が水と相溶性を有する他の液体であってもよい
。他の液体としては、例えば、炭素数３以下の低級アルコール類等を使用することができ
る。
【００５４】
　セルロースナノファイバーの分散液（濃度１．５％）のＢ型粘度は、好ましくは１，０
００ｃｐｓ～２０，０００ｃｐｓ、より好ましくは１，０００～１０，０００ｃｐｓ、特
に好ましくは１，０００～５，０００ｃｐｓである。分散液のＢ型粘度を以上の範囲内に
すると、化粧料を構成する他の成分との混合が容易になり、また、スラリー（分散液）の
脱水性が向上する。
【００５５】
　セルロースナノファイバーの分散液のＢ型粘度（固形分濃度１.５％）は、ＪＩＳ－Ｚ
８８０３（２０１１）の「液体の粘度測定方法」に準拠して測定した値である。Ｂ型粘度
は分散液を攪拌したときの抵抗トルクであり、高いほど攪拌に必要なエネルギーが多くな
ることを意味する。
【００５６】
　セルロースナノファイバーの分散液は、水等の溶媒を加える等して、分散液中における
セルロースナノファイバーの固形分濃度を調節すると好適である。セルロースナノファイ
バーの固形分濃度は、好ましくは０．１％～５．０％、より好ましくは０．３～４．０％
、特に好ましくは０．５～３．０％である。セルロースナノファイバーの固形分濃度が０
．１％を下回ると、流動性が高くなり過ぎ、他の成分と混合するのが困難になるおそれが
ある。また、セルロースナノファイバーの固形分濃度が５．０質量％を上回っても流動性
が著しく低下することで、他の成分と混合するのが困難になるおそれがある。
【００５７】
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　セルロースナノファイバーは、化粧料中において水相及び油相のどちらに分散していて
も良い。ただし、水相中に分散している方が、化粧料の保存安定性、肌への伸ばし易さの
点で好ましい。
【００５８】
　セルロースナノファイバーは、化粧料中における含有量が、好ましくは０．０１～３質
量％、より好ましくは０．０５～２質量％、特に好ましくは０．１～１質量％である。セ
ルロースナノファイバーの含有量が過度に少ないと、ハリ感が劣るものになり、また、皮
膜形成成分としての機能が発揮されないおそれがある。他方、セルロースナノファイバー
の含有量が過度に多いと、化粧料の伸びが悪くなり、また、化粧膜の柔軟性が低下する。
【００５９】
（油分）
　本形態の化粧料には、分散相として油分が存在する。油分は、肌に塗布された後、セル
ロースナノファイバー等と共に化粧膜を形成し、肌にハリ感を与える働きを有する。
【００６０】
　油分としては、例えば、動物油、植物油、合成油等の起源や、固形油、半固形油、液体
油、揮発性油等の性状を問わず、いずれをも使用することができる。
【００６１】
　油分としては、例えば、炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油類、エステル油類、脂肪
酸類、シリコーン油類、フッ素系油類、ラノリン誘導体類、油溶性紫外線吸収剤等の中か
ら１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００６２】
　より具体的には、例えば、流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、パラフィンワック
ス、セレシンワックス、マイクロクリスタリンワックス、モクロウ、モンタンワックス等
の炭化水素類；
　オリーブ油、ヒマシ油、ホホバ油、ミンク油、マカデミアンナッツ油等の油脂類；
　ミツロウ、ラノリン、カルナウバワックス、キャンデリラワックス、ゲイロウ等のロウ
類；
　セチルイソオクタネート、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ミ
リスチン酸オクチルドデシル、トリオクタン酸グリセリル、トリベヘン酸グリセリル、ロ
ジン酸ペンタエリトリットエステル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール等のエステル
類；
　低重合度ジメチルポリシロキサン、高重合度ジメチルポリシロキサン、メチルフェニル
ポリシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキ
サン、フッ素変性シリコーン等のシリコーン類；
　パーフルオロポリエーテル、パーフルオロデカン、パーフルオロオクタン等のフッ素系
油剤類；
　ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラノリンアルコール等のラノ
リン誘導体類；
　等の中から１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００６３】
　化粧料中における油分の含有量は、好ましくは１～５０質量％、より好ましくは３～４
０質量％、特に好ましくは５～２５質量％である。油分の含有量が１質量％を下回ると、
化粧膜の柔軟性が劣るものになるおそれがある。他方、油分の含有量が５０質量％を上回
ると、ハリ感が低下し、また、べたつき感を取り去ることができないおそれがある。
【００６４】
（粉体）
　本形態の化粧料には、粉体を配合することができる。化粧料が粉体を含むと、化粧膜の
べたつき感をより抑えることができる。また、本形態の化粧料をベースメイク化粧料とし
て使用する場合においては、カバー力や仕上がり感を所望のものとすることができるよう
になる。
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【００６５】
　粉体は、例えば、球状、板状、紡錘状、針状等の形状、粒子径、多孔質、無孔質等の粒
子構造等によって限定されない。また、無機粉体類、光輝性粉体類、有機粉体類、色素類
、複合粉体類のいずれであってもよい。
【００６６】
　粉体としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化セリウム、赤
酸化鉄、黄酸化鉄、黒酸化鉄、コンジョウ、群青、無水ケイ酸、炭酸マグネシウム、炭酸
カルシウム、水酸化アルミニウム、水酸化クロム、カーボンブラック、ケイ酸アルミニウ
ム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、雲母、スメクタイト、ベン
トナイト、カオリン、合成雲母、合成セリサイト、セリサイト、タルク、炭化珪素、硫酸
バリウム、窒化硼素等の無機粉体類；
　オキシ塩化ビスマス、雲母チタン、酸化鉄被覆雲母、酸化鉄被覆雲母チタン、有機顔料
被覆雲母チタン、アルミニウムパウダー等の光輝性粉体類；
　ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸亜鉛、Ｎ－アシルリジン、ポリスチレン、ナ
イロン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルシルセスキオキサンパウダー、オルガノ
ポリシロキサンエラストマーパウダー、セルロース、結晶セルロース、酢酸セルロース等
の有機粉体類；
　等の中から１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００６７】
　以上の粉体には、必要により、表面処理剤であるアルミナ、シリカ、酸化鉄等の無機化
合物、フッ素化合物、シリコーン化合物、リン脂質、リン脂質誘導体、金属石鹸、ロウ、
界面活性剤、油脂、炭化水素等によって表面処理して使用することもできる。
【００６８】
　以上の中でも、球状の有機粉体、例えば、ポリスチレン、ナイロン、ポリメチルメタク
リレート、ポリメチルシルセスキオキサンパウダー、オルガノポリシロキサンエラストマ
ーパウダー、セルロース、結晶セルロース、酢酸セルロース等を使用すると、毛穴・小じ
わなどの凹凸を効果的に隠蔽できるので好ましい仕上がりとなる。
【００６９】
　本形態の化粧料をベースメイク化粧料として使用する場合においては、粉体として酸化
チタン、赤酸化鉄、黄酸化鉄、黒酸化鉄等の無機粉体類の中から１種又は２種以上を組み
合わせて使用するのが好ましい。また、特に、シリカ等の金属酸化物で被覆した無機粉体
類は、連続相である水相への分散が良好であるため、乳化安定性、色変化防止の点で優れ
ている。
【００７０】
　シリカ被覆赤酸化鉄の市販品としては、例えば、日揮触媒化成社製のＳＹＭＰＨＯＬＩ
ＧＨＴ　ＲＷを使用することができる。また、シリカ被覆黄酸化鉄の市販品としては、例
えば、ＳＹＭＰＨＯＬＩＧＨＴ　Ｙ１０を使用することができる。
【００７１】
　粉体の含有量は、化粧料全量に対して、好ましくは１～４０質量％、より好ましくは３
～３０質量％、特に好ましくは５～２５質量％である。粉体の含有量が１質量％未満であ
ると、化粧膜がべたつく傾向にある。他方、粉体の化粧料が４０質量％を上回ると、化粧
膜の柔軟性が劣るものになるおそれがある。
【００７２】
（紫外線防御剤）
　本明細書において、紫外線防御剤とは、紫外線を吸収し（紫外線吸収剤）、あるいは散
乱する（紫外線散乱剤）ことで肌や化粧料自体を紫外線から防御する成分を意味する。こ
の点、化粧料に使用される一般的な紫外線散乱剤には、紫外線を吸収する能力もあると言
われている。しかるに、本形態においては、紫外線吸収剤及び紫外線散乱剤を明確に区別
する必要はなく、いずれも肌や化粧料自体を紫外線から防御するために使用するものであ
る。そこで、本明細書においては、両者を含めて紫外線防御剤と定義することにする。
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【００７３】
　紫外線吸収剤としては、水溶性紫外線吸収剤及び油分に分類される油溶性紫外線吸収剤
が存在する。水溶性紫外線吸収剤としては、例えば、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノ
ン、２，２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－
４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒドロキシベンゾフ
ェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ
－４’－メチルベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－ス
ルホン酸塩、４－フェニルベンゾフェノン、２－エチルヘキシル－４’－フェニル－ベン
ゾフェノン－２－カルボキシレート、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフェノ
ン、４－ヒドロキシ－３－カルボキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤
；
　フェニルベンズイミダゾール－５－スルホン酸及びその塩、フェニレン－ビス－ベンゾ
イミダゾール－テトラスルホン酸及びその塩等のベンゾイミダゾール系紫外線吸収剤；
　３－（４’－メチルベンジリデン）－ｄ，ｌ－カンファー、３－ベンジリデン－ｄ，ｌ
－カンファー、ウロカニン酸、ウロカニン酸エチルエステル等の中から１種又は２種以上
を組み合わせて使用することができる。
【００７４】
　油溶性紫外線吸収剤としては、例えば、パラメトキシケイ皮酸ベンジル、パラメトキシ
ケイ皮酸２－エチルヘキシル、ジパラメトキシケイ皮酸モノ－２－エチルヘキサン酸グリ
セリル等のケイ皮酸系紫外線吸収剤；
　ヒドロキシメトキシベンゾフェノン、ジヒドロキシメトキシベンゾフェノン、ジヒドロ
キシベンゾフェノン、テトラヒドロキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収
剤；
　パラアミノ安息香酸、パラアミノ安息香酸エチル、パラアミノ安息香酸グリセリル、パ
ラジメチルアミノ安息香酸アミル、パラジメチルアミノ安息香酸オクチル、４－［Ｎ，Ｎ
－ジ（２－ヒドロキシプロピル）アミノ］安息香酸エチル、ジエチルアミノヒドロキシベ
ンゾイル安息香酸ヘキシル等の安息香酸エステル系紫外線吸収剤；
　サリチル酸エチレングリコール、サリチル酸フェニル、サリチル酸オクチル、サリチル
酸ベンジル、サリチル酸パラ－ターシャリーブチルフェニル、サリチル酸ホモメンチル等
のサリチル酸系紫外線吸収剤；
　エチルヘキシルトリアゾン（２，４，６－トリス［４－（２－エチルヘキシルオキシカ
ルボニル）アニリノ］１，３，５－トリアジン）、ビスエチルヘキシルオキシフェノール
メトキシフェニルトリアジン等のトリアジン系紫外線吸収剤；
　４－ターシャリーブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、アントラニル酸メンチ
ル、２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、ジメトキシベン
ジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸２－エチルヘキシル、オクトクリレン、ジ
メチコジエチルベンザルマロネート等の中から１種又は２種以上を組み合わせて使用する
ことができる。
【００７５】
　紫外線散乱剤は、微粒子粉体であり、前述した粉体に分類される。この紫外線散乱剤は
、平均粒子径１００ｎｍ以下の金属酸化物であると好ましい。具体的には、例えば、平均
粒子径１００ｎｍ以下の酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム等の中から１種又は２種以
上を組み合わせて使用することができる。
【００７６】
　紫外線散乱剤としては、耐水性の点で疎水処理したものが好ましい。疎水処理法として
は、通常の表面処理法を採用することができる。具体的には、例えば、粉体表面に油脂を
吸着させ、あるいは水酸基等の官能基を利用し、エステル化やエーテル化を起こさせて粉
体を親油的にする油脂処理法、脂肪酸の亜鉛塩やマグネシウム塩やアルミ塩を用いた金属
石鹸処理法、ジメチルシロキサンやハイドゲンジメチコン等のシリコーン化合物を用いた
シリコーン処理法、パーフルオロアルキル基を有するフッ素化合物で処理する方法、アル
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キルアルコキシシランで処理する方法等を採用することができる。以上の処理法の中では
、耐水性、乳化安定性の観点から、シリコーン化合物を用いたシリコーン処理を採用する
のが好ましい。
【００７７】
　紫外線防御剤の含有量は、化粧料全体に対して、好ましくは１～４０質量％、より好ま
しくは３～３０質量％、特に好ましくは５～２５質量％である。紫外線防御剤の含有量が
１質量％未満であると、紫外線防御効果が不十分である。他方、紫外線防御剤の含有量が
４０質量％を上回ると、化粧料の肌への伸ばし易さが低下するおそれがある。
【００７８】
（皮膜成分）
　本形態の化粧料には、水中油型乳化化粧料が含まれ、水溶性皮膜形成剤、油溶性皮膜形
成剤、及び皮膜形成性ポリマーエマルションの中から選択される皮膜成分を１種以上含む
と好適である。これらの皮膜成分を含むことで、肌のハリ感をより高めることができる。
【００７９】
　水溶性皮膜形成剤は、水性成分に溶解し、化粧膜を形成する。水溶性皮膜形成剤として
は、例えば、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、
酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体、変性コーンスターチ、加水分解水添デンプン等
の中から１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００８０】
　油溶性皮膜形成剤は、油性成分に溶解又は分散し、化粧膜を形成する。油溶性皮膜形成
剤としては、例えば、トリメチルシロキシケイ酸、部分架橋オルガノポリシロキサン、ト
リメチルシロキシシリルプロピルカルバミド酸、フッ素変性シリコーン、アクリル変性シ
リコーン、シリコーンデンドリマー変性樹脂化合物等のシリコーン系樹脂、ロジン酸ペン
タエリスリット、ロジン酸グリセリル等のロジン酸系樹脂、キャンデリラ樹脂、ポリ酢酸
ビニル系樹脂、ポリビニルイソブチルエーテル、ポリイソブチレン等の中から１種又は２
種以上を組み合わせて使用することができる。
【００８１】
　ただし、以上の中でも、部分架橋オルガノポリシロキサンは、べたつきの少ない耐水性
の化粧膜を形成することができるので、特に好ましい。部分架橋オルガノポリシロキサン
は、液状油分に分散されたゲルの形態で入手することができる。部分架橋オルガノポリシ
ロキサンの市販品としては、例えば、信越化学工業社製の（ジメチコン／ビニルジメチコ
ン）クロスポリマー及びシクロペンタシロキサンからなるＫＳＧ－１５、（ジメチコン／
ビニルジメチコン）クロスポリマー及びメチルトリメチコンからなるＫＳＧ－１５１０、
（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー及びジメチコンからなるＫＳＧ－１６
、（ジメチコン／フェニルビニルジメチコン）クロスポリマー及びジフェニルシロキシフ
ェニルトリメチコンからなるＫＳＧ－１８Ａ、（ビニルジメチコン／ラウリルジメチコン
）クロスポリマー及び流動パラフィンからなるＫＳＧ－４１Ａ、（ビニルジメチコン／ラ
ウリルジメチコン）クロスポリマー及びトリエチルヘキサノインからなるＫＳＧ－４３、
（ラウリルポリジメチルシロキシエチルジメチコン／ビス－ビニルジメチコン）クロスポ
リマー及びイソドデカンからなるＫＳＧ－０４２Ｚ、東レ・ダウコーニング社製のジメチ
コンクロスポリマー及びシクロペンタシロキサンからなる９０４０及び９０４５　Ｓｉｌ
ｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｂｌｅｎｄ、ジメチコンクロスポリマー及びジメチコ
ンからなる９０４１　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｂｌｅｎｄ、（ジメチコ
ン／ビニルジメチコン）クロスポリマー及びジメチコンからなる３９０１Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｓａｔｉｎ　Ｂｌｅｎｄ、（ジメチコン／ビス－イソブチルＰＰＧ－２０）クロスポリマ
ー及びネオペンタン酸イソデシルからなるＥＬ－８０５１　ＩＮ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｏ
ｒｇａｎｉｃ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｂｌｅｎｄ、モメンティブ・パフォーマンス・マテ
リアルズ社製のアルキル（Ｃ３０－４５）セテアリルジメチコンクロスポリマー及びシク
ロペンタシロキサンからなるＶｅｌｖｅｓｉｌ　１２５、アルキル（Ｃ３０－４５）セテ
アリルジメチコンクロスポリマー及びカプリリルメチコンからなるＶｅｌｖｅｓｉｌ　０
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３４、セテアリルジメチコンクロスポリマー及びジメチコンからなるＶｅｌｖｅｓｉｌ　
ＤＭ等が存在する。
【００８２】
　皮膜形成性ポリマーエマルションは、水不溶性高分子の水分散物である。皮膜形成性ポ
リマーエマルションとしては、例えば、アクリル酸アルキル共重合体エマルション、メタ
クリル酸アルキル共重合体エマルション、スチレン・アクリル酸アルキル共重合体エマル
ション、スチレン・メタクリル酸アルキル共重合体エマルション、酢酸ビニル重合体エマ
ルション、ビニルピロリドン・スチレン共重合体エマルション、アクリル酸アルキル・酢
酸ビニル共重合体エマルション、メタクリル酸アルキル・酢酸ビニル共重合体エマルショ
ン、アクリル酸・アクリル酸アルキル共重合体エマルション、アクリル酸・メタクリル酸
アルキル共重合体エマルション、メタクリル酸・アクリル酸アルキル共重合体エマルショ
ン、メタクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体エマルション、アクリル酸アルキルジ
メチコン共重合体エマルション等の中から１種又は２種以上を組み合わせて使用すること
ができる。
【００８３】
　皮膜成分の含有量は、化粧料全量に対して、好ましくは０．０１～１０質量％、より好
ましくは０．１～５質量％である。皮膜成分が少な過ぎると、ハリ感の増強効果が得られ
ないおそれがある。他方、皮膜成分が多過ぎると、べたつき感を抑制することができない
おそれがある。
【００８４】
（増粘安定化剤）
　本形態の化粧料には、増粘剤及び安定化剤の少なくともいずれかとして機能する増粘安
定化剤を配合する。これにより、化粧料の伸ばしやすさ等の使用感を向上させ、乳化状態
や分散状態を長期間安定に保つことができる。増粘安定化剤としては、例えば、水溶性皮
膜形成剤以外の水溶性高分子や、粘土鉱物等を使用することができる。
【００８５】
　より具体的には、増粘安定化剤としては、例えば、カルボキシビニルポリマー、ポリア
クリル酸ナトリウム、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、（ＰＥＧ－２４０／
デシルテトラデセス－２０／ＨＤＩ）コポリマー、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメ
チルタウリン）コポリマー、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウ
リンナトリウム）コポリマー、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コ
ポリマー、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウムメタクリル酸ベヘネス－２５）
クロスポリマー、（アクリル酸アルキル／メタクリル酸ステアレス－２０）コポリマー、
（ジメチルアクリルアミド／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）クロスポリマー、ポリ
アクリルアミド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリビ
ニルメチルエーテル、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム、カチオン化セルロース、アルギン酸ナトリウム、アルギン
酸プロピレングリコールエステル、グアーガム、ローカストビーンガム、アラビアゴム、
トラガカント、ガラクタン、キャロブガム、カラヤガム、ペクチン、寒天、クインスシー
ド（マルメロ）、アルゲコロイド（褐藻エキス）、カラギーナン、キサンタンガム、デキ
ストラン、プルラン、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、ケイ酸アルミニ
ウムマグネシウム、ラポナイト等の中から１種又は２種以上を組み合わせて使用すること
ができる。
【００８６】
　ただし、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、キ
サンタンガム、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリン）コポリマー、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロースの中から１種又は２種以上を組み合わせて使用するのが好
ましい。
【００８７】
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　増粘安定化剤の含有量は、化粧料全量に対して、好ましくは０．０１～５質量％、より
好ましくは０．０２～４質量％、特に好ましくは０．０５～３質量％である。増粘安定化
剤の含有量が０．０１質量％を下回ると、使用感の向上及び乳化・分散状態の安定化を図
ることができない。セルロースナノファイバーは、従来、増粘安定化剤として使用されて
いるが、本形態では、皮膜形成成分として使用されている。本形態ではセルロースナノフ
ァイバーを皮膜形成成分として機能させるため所定の条件で化粧料に配合し、前述の増粘
安定化剤を別途配合することで増粘安定化を機能させている。
【００８８】
（界面活性剤）
　本形態の化粧料には、非イオン性界面活性剤、高分子乳化剤、陰イオン（アニオン）性
界面活性剤、陽イオン（カチオン）性界面活性剤、両性界面活性剤、半極性界面活性剤等
の界面活性剤を配合することができる。界面活性剤は、乳化剤としてのほか、例えば、可
溶化剤、湿潤剤、洗浄剤等としても機能し得る。
【００８９】
　アニオン性界面活性剤としては、例えば、脂肪酸セッケン、エーテルカルボン酸及びそ
の塩、アミノ酸と脂肪酸の縮合等のカルボン酸塩、アルキルスルホン酸、アルケンスルホ
ン酸塩、脂肪酸エステルのスルホン酸塩、脂肪酸アミドのスルホン酸塩、アルキルスルホ
ン酸塩とそのホルマリン縮合物のスルホン酸塩、アルキル硫酸エステル塩、第二級高級ア
ルコール硫酸エステル塩、アルキル及びアリルエーテル硫酸エステル塩、脂肪酸エステル
の硫酸エステル塩、脂肪酸アルキロールアミドの硫酸エステル塩、ロート油等の硫酸エス
テル塩類、アルキルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸塩、アルキルアリルエーテルリン
酸塩、アミドリン酸塩等を例示することができる。
【００９０】
　カチオン性界面活性剤としては、例えば、アルキルアミン塩、ポリアミン及びアミノア
ルコール脂肪酸誘導体等のアミン塩、アルキル四級アンモニウム塩、芳香族四級アンモニ
ウム塩、ピリジウム塩、イミダゾリウム塩等を例示することができる。
【００９１】
　両性界面活性剤としては、例えば、ベタイン、アミノカルボン酸塩、イミダゾリン誘導
体等を例示することができる。
【００９２】
　非イオン性界面活性剤としては、例えば、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチ
レンソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エス
テル、グリセリン脂肪酸エステルの酸化エチレン誘導体、プロピレングリコール脂肪酸エ
ステル、プロピレングリコール脂肪酸エステルの酸化エチレン誘導体、ポリエチレングリ
コール脂肪酸エステル、ショ糖エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオ
キシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリ
オキシエチレンヒマシ油誘導体、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油誘導体、ポリオキシエ
チレンフィトスタノールエーテル、ポリオキシエチレンフィトステロールエーテル、ポリ
オキシエチレンコレスタノールエーテル、ポリオキシエチレンコレステリルエーテル、ポ
リオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサン等を例示することができる。
【００９３】
（保湿剤）
　本形態の化粧料には、保湿剤を配合することができる。保湿剤としては、例えば、多価
アルコール類、糖類、糖アルコール類、アミノ酸類、ペプチド類、水溶性高分子類等中か
ら１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。また、保湿剤としては、例え
ば、キシリトール、ソルビトール、マルチトール、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、
コラーゲン、乳酸ナトリウム、ｄｌ－ピロリドンカルボン酸塩、イサイヨバラ抽出物、セ
イヨウノコギリソウ抽出物、メリロート抽出物等を配合することができる。
【００９４】
（その他の成分）
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　本形態の化粧料には、例えば、抗菌剤、防腐剤、香料、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、キレ
ート剤、清涼剤、抗炎症剤、美肌用成分、ビタミン類、アミノ酸類、核酸、包接化合物等
の通常の化粧料に配合する各種成分を配合することができる。
【００９５】
（製造方法）
　本形態の化粧料を製造するにあたっては、通常の製法、例えば、水相及び油相をそれぞ
れ調製した後、油相を水相に攪拌しながら徐々に添加して水中油型乳化料とする方法、セ
ッケン乳化法、あるいは反応乳化法、Ｄ相乳化法等を採用することができる。
【００９６】
（用途等）
　本形態の化粧料は、クリーム状、ゲル状、乳液状、液状（希薄な乳液）のいずれの形態
であってもよい。本形態の化粧料は、例えば、ファンデーション、下地等のメイクアップ
化粧料とするに特に優れている。ただし、本形態の化粧料は、乳液状又はクリーム状のア
イシャドウ、頬紅、コンシーラー等のメイクアップ化粧料とするにも優れている。
【実施例】
【００９７】
　次に、各種試験結果を示し、本発明の効果をより明確にする。
　表１に示す組成の水中油型乳化化粧料（試料）を下記の製造手順に従って調製した。次
に、調製された各試料を、評価パネルの肌（顔）及び評価用のウレタン製人工肌（ビュー
ラックス社製）に塗布し、室温で３０分以上乾燥した。各種試料について、下記の基準で
評価した。
【００９８】
　各試料に配合したセルロース繊維（ＣＮＦ－Ａ、ＣＮＦ－Ｂ、ＭＦＣ）の原料としては
、針葉樹晒クラフトパルプを使用した。また、ＣＮＦ－Ｃとしては、第一工業製薬株式会
社の製品であるレオクリスタ（ＴＥＭＰＯ酸化型ＣＮＦ）を使用した。各セルロース繊維
の物性を、表２に示した。なお、平均繊維幅は、ＣＮＦ－Ａ及びＣＮＦ－Ｂについては、
前述した方法（ＳＥＭ画像による観察）で求めた。また、ＣＮＦ－Ｃについては、透過型
電子顕微鏡（ＴＥＭ）を使用して求めた。さらに、ＭＦＣについては、バルメット社製の
繊維分析計「ＦＳ５」を使用して測定した。また、乾燥収縮率は、以下の方法で求めた。
【００９９】
（乾燥収縮率）
　まず、ＣＮＦ等のセルロース繊維を水分散液とし、濃度を０．５質量％に調整した。次
に、当該濃度に調整された水分散液を直径７．５ｃｍのシャーレに３０ｇ－ＷＥＴ投入し
て１０５℃で乾燥した。そして、この乾燥によって得られたセルロース繊維膜の直径の収
縮率を測定した。収縮率の計算は、セルロース繊維膜の直径を算出（４本線の平均を算出
）し、以下の式にて求めた。
　収縮率＝セルロース繊維膜の直径÷容器内径（７．５ｃｍ）×１００（％）
【０１００】
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【表１】

【０１０１】
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【表２】

【０１０２】
（製造手順）
　表１に記載した処方の水中油型乳化ファンデーションを以下に示す製造手順にて調製し
、「べたつきのなさ」、「ハリ感」、「ツッパリ感のなさ」、「仕上がりのきめ細かさ」
、「皮膜の柔軟性」および「画像解析によるキメスコア」の各項目について評価した。表
１について、
　（１）番号１～４の各成分を表１に示す混合比で混合し、８０℃に加熱溶解して水相（
ａ）を調製した。
　（２）番号５～１１の各成分を表１に示す混合比で混合し、８０℃に加熱溶解して油相
（ｂ）を調製した。
　（３）水相（ａ）を撹拌しながら、同水相（ａ）に油相（ｂ）を少量ずつ混合して乳化
相（ｃ）を調製した。
　（４）乳化相（ｃ）を冷却し、３５℃で番号１２～１８の各成分を表１に示す混合比で
混合して化粧料を調製した。
【０１０３】
（評価：使用感）
　女子評価パネル（５名）の顔に各試料（実施例１、２及び比較例３～６）を塗布し、使
用感（べたつきのなさ、ハリ感、つっぱり感のなさ、仕上がりのきめ細かさ）について、
下記の基準に従って官能評価した。べたつきのなさ、ハリ感、仕上がりのきめ細かさの結
果については表３に、つっぱり感のなさの結果については表４に示した。各項目別に「良
い（評点：２）」「どちらとも言えない（評点：１）」「悪い（評点：０）」の３段階で
評価し、評点の平均点から下記基準で性能の良否を判定した。
　 ［判定］ ： ［評点の平均点］
　　５　：　１．５以上
　　４　：　１．２以上１．５未満
　　３　：　０．８以上１．２未満
　　２　：　０．３以上０．８未満
　　１　：　０．３未満

【表３】
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【０１０４】
【表４】

【０１０５】
（皮膜の柔軟性）
　まず、前述した厚さ２ｍｍのウレタン製人工肌（ビューラックス社製 肌模型Ｎｏ．７
７　２Ｔ＃ブラック）を３０ｍｍ×７０ｍｍの長方形に裁断し、３０ｍｍ×５０ｍｍの面
に各試料（実施例１、２及び比較例３～６）０．０５ｇを均一に塗布し、室温で３０分以
上乾燥したものを試験片とした。サン科学社製レオメーターＣＲ－１００を用い、引張試
験用冶具で試験片の長辺方向の上下の未塗布部位１０ｍｍを固定し、試料台速度　２０ｍ
ｍ／ｍｉｎで下降させ、２０ｍｍ（１４０％）伸長時の状態を観察した。下記基準により
判定した。皮膜の柔軟性の結果は表４及び図１～図６に示した。図１～図６の各図で（Ａ
）は伸長前の試験片、（Ｂ）は伸長後の試験片を撮影したものである。図１は実施例１の
試料１１を塗布したものである。図２は実施例２の試料１２を塗布したものである。図３
は比較例３の試料１３を塗布したものである。図４は比較例４の試料１４を塗布したもの
である。図５は比較例５の試料１５を塗布したものである。図６は比較例６の試料１６を
塗布したものである。
　 ［判定］
　　５　：　化粧膜の亀裂等が見られず、黒地の人工肌が隠蔽されている。
　　３　：　１ｍｍ未満の幅の亀裂が観察され、黒地が見える。
　　１　：　１ｍｍ以上の幅の亀裂が観察される。
（画像解析によるキメスコア）
　２０代女性２名の顔面（左右の頬部）に各試料（実施例１、２及び比較例３～６）を適
量塗布し、皮膚画像解析装置ＶＩＳＩＡ　ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（Ｃａｎｆｉｅｌｄ社製）
を用いて撮影し、付属の解析ソフトにより肌の滑らかさの指標であるキメ（Ｔｅｘｔｕｒ
ｅ）スコアを算出した。撮影は、同一試料を左右の頬部各々について４箇所（合計８箇所
）に塗布して行った。そして、撮影は、各試料（実施例１、２及び比較例３～６）につい
て行った。この同一試料について算出されたキメスコアを、同一被験者の同一部位におけ
るセルロースナノファイバー無配合の試料（比較例１）について算出されたキメスコアで
除した値をＴ値とした。
【０１０６】
（Ｔ値）＝（各試料（実施例１、２及び比較例３～６）について算出されたキメスコア）
／（比較例１について算出されたキメスコア）
　この求められた８箇所あたりのＴ値を単純平均して（Ｔ）の平均値とし、下記基準によ
り判定した。キメスコアの結果は表４に示した。
　 ［判定］ ： ［（Ｔ）の平均値］
　　５　：　０．９未満
　　３　：　０．９以上１．０未満
　　１　：　１．０以上
【０１０７】
（考察）
　表３から、セルロースナノファイバーを配合すると、べたつき感が抑えられ、また、ハ
リ感が付与されることが分かる。もっとも、表４から明らかなように、セルロースナノフ
ァイバーの平均繊維径が小さ過ぎると、つっぱり感が生じてしまい、また、化粧膜の柔軟
性に欠けることが分かる。
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【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明は、ファンデーション、ベースメイク化粧料等の化粧料として利用可能である。
【符号の説明】
【０１０９】
１１　　　実施例１の試料
１２　　　実施例２の試料
１３　　　比較例３の試料
１４　　　比較例４の試料
１５　　　比較例５の試料
１６　　　比較例６の試料
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　増粘安定化剤のほか、平均繊維径１０～１０００ｎｍのセルロースナノファイバーを含
み、
　前記セルロースナノファイバーのパルプ粘度が１～１０ｃｐｓである、
　ことを特徴とする化粧料。
【請求項２】
　水相と油相からなり、
　前記セルロースナノファイバーが水相に分散された、
　請求項１記載の化粧料。
【請求項３】
　前記油相に油溶性皮膜形成剤が含まれる、
　請求項２記載の化粧料。
【請求項４】
　前記セルロースナノファイバーの乾燥収縮率が８２．５％以上である、
　請求項１記載の化粧料。
　ここで、乾燥収縮率は、前記セルロースナノファイバーが０．５質量％含有する水分散
液を測定したものである。
【請求項５】
　前記増粘安定化剤の含有量が０．０１～５質量％である、
　請求項１記載の化粧料。


	header
	written-amendment

